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そこで、私は本日ここで、我が国の認知症施策を加速するための新たな戦略を策定するよう、
厚生労働大臣に指示をいたします。我が国では、２０１２年に認知症施策推進５か年計画を策
定し、医療・介護等の基盤整備を進めてきましたが、新たな戦略は、厚生労働省だけでなく、
政府一丸となって生活全体を支えるよう取り組むものとします。

～安倍総理大臣の挨拶より～

～塩崎厚生労働大臣の挨拶より～

［新たな戦略の策定に当たっての基本的な考え方］
① 早期診断・早期対応とともに、医療・介護サービスが有機的に連携し、認知症の
容態に応じて切れ目なく提供できる循環型のシステムを構築すること
② 認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて、省庁横断的な総合的な戦略と
すること
③ 認知症の方御本人やその御家族の視点に立った施策を推進すること

認知症サミット日本後継イベント〔平成26年11月6日〕

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）〔平成27年１月27日〕

我が国の認知症施策を加速するための新たな戦略の策定について
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「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成２６年度厚生労働科学研究費補助金特別研究事業 九州大学 二宮教授）による速報値

認 知 症 の 人 の 将 来 推 計 に つ い て

⃝長期の縦断的な認知症の有病率調査を行っている久山町研究のデータから、

新たに推計した認知症の有病率（2025年）。

各年齢層の認知症有病率が、2012年以降一定と仮定した場合：19％。

各年齢層の認知症有病率が、2012年以降も糖尿病有病率の増加により上昇

すると仮定した場合：20.6％。
※ 久山町研究からモデルを作成すると、年齢、性別、生活習慣病（糖尿病）の有病率が認知症の有病率に影響することがわかった。

本推計では2060年までに糖尿病有病率が20％増加すると仮定した。

⃝本推計の結果を、平成25年筑波大学発表の研究報告による2012年における

認知症の有病者数462万人にあてはめた場合、2025年の認知症の有病者数

は約700万人となる。

年
平成24年
（2012）

平成27年
(2015)

平成32年
(2020)

平成37年
(2025)

平成42年
(2030)

平成52年
(2040)

平成62年
(2050)

平成72年
(2060)

各年齢の認知症有
病率が一定の場合

の将来推計

人数/(率) 462万人

15.0％

517万人

15.7％

602万人
17.2％

675万人
19.0％

744万人
20.8％

802万人
21.4％

797万人
21.8％

850万人
25.3％

各年齢の認知症有
病率が上昇する場
合の将来推計

人数/(率)

525万人
16.0％

631万人
18.0％

730万人
20.6％

830万人
23.2％

953万人
25.4％

1016万人
27.8％

1154万人
34.3％
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①認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進
②認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供
③若年性認知症施策の強化
④認知症の人の介護者への支援
⑤認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進

⑥認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護モデル等の研究
開発及びその成果の普及の推進

⑦認知症の人やその家族の視点の重視

認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）
～認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて～の概要

・ 高齢者の約４人に１人が認知症の人又はその予備群。高齢化の進展に伴い、認知症の人はさらに増加
２０１２（平成２４）年４６２万人（約７人に１人） ⇒ ２０２５（平成３７）年約７００万人（約５人に１人）

・ 認知症の人を単に支えられる側と考えるのではなく、認知症の人が認知症とともによりよく生きていくことがで
きるような環境整備が必要。

七

つ

の

柱

新オレンジプランの基本的考え方
認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮
らし続けることができる社会の実現を目指す。

・ 厚生労働省が関係府省庁（内閣官房、内閣府、警察庁、金融庁、消費者庁、総務省、法務省、文部科
学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省）と共同して策定

・ 新プランの対象期間は団塊の世代が７５歳以上となる２０２５（平成３７）年だが、数値目標は 介護保
険に合わせて２０１７（平成２９）年度末等
・ 策定に当たり認知症の人やその家族など様々な関係者から幅広く意見を聴取

新
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Ⅰ 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

【認知症サポーターの人数】（目標引上げ）
現行プラン：２０１７（平成２９）年度末 ６００万人 ⇒ 新プラン：８００万人

① 認知症の人の視点に立って認知症への
社会の理解を深めるキャンペーンの実施

・ 認知症への社会の理解を深めるための全国的なキャンペーンを展開
⇒ 認知症の人が自らの言葉で語る姿等を積極的に発信

・ 認知症サポーターを量的に養成するだけでなく、活動の任意性を維持しながら、
認知症サポーターが様々な場面で活躍してもらうことに重点を置く

・ 認知症サポーター養成講座を修了した者が復習も兼ねて学習する機会を設け、
より上級な講座など、地域や職域の実情に応じた取組を推進

② 認知症サポーターの養成と活動の支援

新

③ 学校教育等における認知症の人を含む高齢
者への理解の推進

・ 学校で認知症の人を含む高齢者への理解を深めるような教育を推進
・ 小・中学校で認知症サポーター養成講座を開催
・ 大学等で学生がボランティアとして認知症高齢者等と関わる取組を推進

新
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Ⅱ 認知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護等の提供

【かかりつけ医認知症対応力向上研修の受講者数（累計）】（目標引上げ）
現行プラン： ２０１７（平成２９）年度末 ５０，０００人 ⇒ 新プラン： ６０，０００人

【認知症サポート医養成研修の受講者数（累計）】（目標引上げ）
現行プラン： ２０１７（平成２９）年度末 ４，０００人 ⇒ 新プラン： ５，０００人

【認知症初期集中支援チームの設置市町村数】（目標引上げ）
新プラン： ２０１８（平成３０）年度からすべての市町村で実施

・ かかりつけ医の認知症対応力向上、認知症サポート医の養成等
・ 歯科医師・薬剤師の認知症対応力向上
・ 認知症疾患医療センター等の整備
・ 認知症初期集中支援チームの設置

・ 容態の変化に応じて医療・介護等が有機的に連携し、適時・適切に切れ目なく提供

・ 早期診断・早期対応を軸とし、妄想・うつ・徘徊等の行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体
合併症等が見られても、医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように、最
もふさわしい場所で適切なサービスが提供される循環型の仕組み

【基本的考え方】

新

発症予防 発症初期 急性増悪時 中期 人生の最終段階

① 本人主体の医療・介護等の徹底 ② 発症予防の推進

③ 早期診断・早期対応のための体制整備
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【認知症地域支援推進員の人数】（目標引上げ）
新プラン： ２０１８（平成３０）年度からすべての市町村で実施

・ 介護サービス基盤の整備
・ 認知症介護の実践者⇒実践リーダー⇒指導者の研修の充実
・ 新任の介護職員等向けの認知症介護基礎研修（仮称）の実施

⑤ 認知症の人の生活を支える介護の提供

⑥ 人生の最終段階を支える医療・介護等の連携

④ 行動・心理症状（ＢＰＳＤ）や身体合併症等への適切な対応
・ 医療機関・介護施設等での対応が固定化されないように、最もふさわしい場所で
適切なサービスが提供される循環型の仕組みを構築
・ 行動・心理症状（ＢＰＳＤ）への適切な対応
・ 身体合併症等に対応する一般病院の医療従事者の認知症対応力向上
・ 看護職員の認知症対応力向上 ・認知症リハビリテーションの推進

⑦ 医療・介護等の有機的な連携の推進
・ 認知症ケアパス（認知症の容態に応じた適切なサービス提供の流れ）の積極的活用
・ 医療・介護関係者等の間の情報共有の推進
⇒ 医療・介護連携のマネジメントのための情報連携ツールの例を提示

地域ケア会議で認知症に関わる地域資源の共有・発掘や連携を推進
・ 認知症地域支援推進員の配置、認知症ライフサポート研修の積極的活用
・ 地域包括支援センターと認知症疾患医療センターとの連携の推進

新

新

新
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Ⅲ 若年性認知症施策の強化

【認知症カフェ等の設置】（目標新設）
新プラン： ２０１８（平成３０）年度からすべての市町村に配置される認知症地域支援推進員等の企

画により、地域の実情に応じ実施

・ 若年性認知症の人やその家族に支援のハンドブックを配布
・ 都道府県の相談窓口に支援関係者のネットワークの調整役を配置
・ 若年性認知症の人の居場所づくり、就労・社会参加等を支援

・ 認知症初期集中支援チーム等による早期診断・早期対応
・ 認知症カフェ等の設置

① 認知症の人の介護者の負担軽減

・ 介護ロボット、歩行支援機器等の開発支援
・ 仕事と介護が両立できる職場環境の整備
（「介護離職を予防するための職場環境モデル」の普及のための研修等）

Ⅳ 認知症の人の介護者への支援

② 介護者たる家族等への支援
・ 家族向けの認知症介護教室等の普及促進

③ 介護者の負担軽減や仕事と介護の両立
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Ⅴ 認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりの推進新

③ 就労・社会参加支援
・就労、地域活動、ボランティア活動等の社
会参加の促進

・若年性認知症の人が通常の事業所での
雇用が困難な場合の就労継続支援（障害
福祉サービス）

① 生活の支援（ソフト面）
・家事支援、配食、買物弱者への宅配の提
供等の支援
・高齢者サロン等の設置の推進

・高齢者が利用しやすい商品の開発の支
援

・新しい介護食品（スマイルケア食）を高齢
者が手軽に活用できる環境整備

② 生活しやすい環境
（ハード面）の整備

・多様な高齢者向け住まいの確保

・高齢者の生活支援を行う施設の住宅団
地等への併設の促進
・バリアフリー化の推進

・高齢者が自ら運転しなくても移動手段を
確保できるよう公共交通を充実

④ 安全確保

・独居高齢者の安全確認や行方不明者の
早期発見・保護を含めた地域での見守り
体制の整備

・高齢歩行者や運転能力の評価に応じた
高齢運転者の交通安全の確保
・詐欺などの消費者被害の防止

・成年後見制度（特に市民後見人）や法テ
ラスの活用促進
・高齢者の虐待防止
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Ⅵ 認知症の予防法、診断法、治療法、リハビリテーションモデル、介護
モデル等の研究開発及びその成果の普及の推進

・ 高品質・高効率なコホートを全国に展開するための研究等を推進
・ 認知症の人が容易に研究に参加登録できるような仕組みを構築
・ ロボット技術やＩＣＴ技術を活用した機器等の開発支援・普及促進
・ ビッグデータを活用して地域全体で認知症予防に取り組むスキームを開発

・ 認知症の人が必要と感じていることについて実態調査を実施
※ 認知症の初期の段階では、診断を受けても必ずしもまだ介護が必要な状態にはなく、むしろ本人が
求める今後の生活に係る様々なサポートが十分に受けられないとの声もある。

・ 認知症の人の生きがいづくりを支援する取組を推進

② 初期段階の認知症の人のニーズ把握や生きがい支援

・ 認知症の人やその家族の視点を認知症施策の企画・立案や評価に反映させる
ための好事例の収集や方法論の研究

Ⅶ 認知症の人やその家族の視点の重視

① 認知症の人の視点に立って認知症への
社会の理解を深めるキャンペーンの実施

新

③ 認知症施策の企画・立案や評価への認
知症の人やその家族の参画

新

新

（再掲）

新
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認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に掲げる施策の進捗状況について

【総合戦略に具体的な数値目標が記載されている項目の進捗状況】
① 普及・啓発

項目 新プラン策定時 進捗状況 目標値

認知症サポーター養成数 545万人（H26.9末） 750万人（H28.3末） 800万人（H29年度末）

項目 新プラン策定時 進捗状況 目標値

かかりつけ医認知症対応力向上研修の
受講者数

38,053人（H25年度末） 42,057人（H26年度末） 60,000人（H29年度末）

認知症サポート医養成研修の受講者数 3,257人（H25年度末） 3,895人（H26年度末） 5,000人（H29年度末）

認知症疾患医療センター数 289ヵ所（H26年度末） 365ヵ所（H28.5末） 500ヵ所（H29年度末）

認知症初期集中支援チーム
設置市町村数

41ヵ所（H26年度末） 306ヵ所（Ｈ27年度実施見込み） 全市町村（H30年度～）

一般病院勤務の医療従事者に対する
認知症対応力向上研修の受講者数

3,843人（H25年度末） 22,096人（H26年度末） 87,000人（H29年度末）

認知症介護指導者養成研修受講者数 1,814人（H25年度末） 1,942人（H26年度末） 2,200人（H29年度末）

認知症介護実践リーダー研修受講者数 2.9万人（H25年度末） 3.2万人（H26年度末） 4万人（H29年度末）

認知症介護実践者研修受講者数 17.9万人（H25年度末） 19.7万人（H26年度末） 24万人（H29年度末）

認知症地域支援推進員設置市町村数 217ヵ所（H26年度末） 839ヵ所（Ｈ27年度実施見込み） 全市町村（H30年度～）

② 医療・介護等の提供
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③ 若年性認知症施策

項目 新プラン策定時 進捗状況 目標値

若年性認知症に関する事業の実施
都道府県数

21ヵ所（H25年度） 31ヵ所（Ｈ27年度実施見込み） 全都道府県
（H29年度末）

項目 新プラン策定時 進捗状況 目標値

市民後見人養成研修受講者数
（うち、後見人等候補者名簿登録者数）

4,360人（H25年度） 6,138人（H26年度）
（1,636人）

－

成年後見制度利用支援事業
実施市町村数

1,270ヵ所（H25.4） 1,309ヵ所（H26.4） －

⑤ やさしい地域づくり
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認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）に掲げる施策の進捗状況について

項目 取組の進捗状況

普及・啓発

キャンペーンの実施 ・ACジャパンによる、TV・ラジオのCM、新聞・雑誌等、交通広告、映画館広告等を通じた、広告キャンペーンを
実施している。
・政府インターネットテレビを通じて、総合戦略の内容、認知症の症状・原因、地域の取組等について周知する
と共に、世論調査を実施して認知症に対する認知度等の把握を進めている。

サポーターの養成と活動の支援 ・平成27年度老人保健健康増進等事業「認知症サポーターの資質向上に関する調査研究事業」により、認知
症サポーター養成講座を修了した者のステップアップを図るための手引きや参考教材等を作成した。

学校教育等における理解の推進 ・昨年８月１８日付で通知を発出し、児童生徒や学生への認知症の理解・促進に向けた取組として、学校教育
における取組や、自治体の協力を依頼している。

適時・適切な医療・介護等の提供

発症予防の推進 ・厚生労働科学研究認知症政策研究事業「ポピュレーションアプローチによる認知症予防のための社会参加
支援の地域介入研究」により、政策的対応について検討を進めている。
・日本医療研究開発機構研究費認知症研究開発事業「身体活動コミュニティワイドキャンペーンを通じた認知
症予防介入方法の開発」により、手法の開発を進めている。

早期診断・早期対応のための体制整備 ・認知症に関する専門医、認定医等について、数値目標を定めて具体的に養成を拡充するよう、関係学会等
に協力を依頼している。
・平成27年度老人保健健康増進等事業「認知症の早期診断・早期対応における連携体制のあり方に関する
調査研究事業」を行い、認知症の人の早期診断に関する実態調査や問題点について検討を進めている。
・平成27年度老人保健健康増進等事業「認知症疾患医療センターの実態に関する調査研究事業」及び平成
28年度老人保健健康増進等事業「認知症疾患医療センターの機能評価に関する調査研究事業」をテーマとし
て、認知症疾患医療センターの評価方法について検討を進めている（平成28年度は採択中）。

【その他、総合戦略の主な項目に関する厚生労働省の取組の進捗状況】
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項目 取組の進捗状況

適時・適切な医療・介護等の提供

行動・心理症状（BPSD）や身体合併症等
への適切な対応

・平成27年度老人保健健康増進等事業「認知症の人の行動・心理症状（BPSD）や身体合併症対応など循環
型の医療介護等の提供のあり方に関する調査研究事業」を行い、「医療・介護の有機的な連携のために認知
症の専門医療に期待される役割に関する手引き」、「一般医療機関における認知症対応のための院内体制整
備の手引き」を作成した。
・平成27年度老人保健健康増進等事業「歯科医師、薬剤師、看護師および急性期病棟従事者等への認知症
対応力向上研修教材開発に関する研究事業」により、歯科医師、薬剤師、看護職員の認知症対応力向上研
修教材を開発した。

人生の最終段階を支える医療・介護等
の連携

・平成27年度老人保健健康増進等事業「認知症の行動・心理症状（BPSD）等に対し認知症の人の意思決定
能力や責任能力を踏まえた対応のあり方に関する調査研究事業」及び平成28年度老人保健健康増進等事業
「認知症の人の意思決定能力に応じた支援のあり方に関する調査研究事業」をテーマとして、人生の最終段
階における認知症高齢者の意思決定の支援の在り方について検討を進めている。

医療・介護等の有機的な連携の推進 ・昨年５月29日付で通知を発出し、認知症地域支援推進員の業務の紹介や、認知症地域支援推進員を自治
体で養成するための研修カリキュラム例の提示等、各自治体において医療・介護等の地域の支援機関の連
携を図る役割等を担う認知症地域支援推進員の資質向上や配置の促進を図った。
・平成27年老人保健健康増進等事業「認知症の医療介護連携、情報共有ツールの開発に関する調査研究事
業」により、医療・介護関係者等の間の情報共有の推進を図るためのツールとして｢情報共有ツールのひな
形｣を開発した。

若年性認知症施策の強化 ・平成27年度老人保健健康増進等事業「若年性認知症の人に対する支援コーディネートのあり方に関する調
査研究事業」により、若年性認知症の人への支援コーディネイトのあり方を検討し、都道府県におけるコーディ
ネーター配置に向けた手引書を作成した。

やさしい地域づくりの推進 ・昨年２月６日付で通知を発出し、各都道府県・市町村に対し、施設従事者等への研修や地域住民への啓発
等による虐待の未然防止、地域の関係者で構成される「早期発見・見守りネットワーク」との連携による早期発
見に努めるなどの取組の推進を要請した。
・昨年６月２５日付で通知を発出し、各自治体における身元不明の認知症高齢者等に関する情報掲載・情報
発信の周知徹底を依頼し、地域での見守り体制の強化を図った。
・昨年７月１０日付で通知を発出し、判断能力が疑われる高齢者等の消費者被害に対応できる関係機関の連
携体制の構築に努めること等を自治体に依頼した。
・平成27年度老人保健健康増進等事業「刑務所出所者における認知症者の実態調査と課題の検討」及び平
成28年度老人保健健康増進等事業「触法・累犯高齢者の社会生活定着・触法行為の予防に関する調査研究
事業」をテーマとして、違法行為を行い、医療・介護等の支援を必要とする認知症高齢者に対する支援につい
て検討を進めている（平成28年度は採択中）。 13



項目 取組の進捗状況

研究開発 ・日本認知症学会、日本神経学会、および日本核医学会合同ワーキンググループにより、アルツハイマー病
等の認知症の研究、診療、および治療薬開発に利用できるアミロイドPET検査について、その臨床適応等に
関する適正使用のガイドラインが作成され公開された。
・平成27年度に、様々な大規模多施設共同研究を広く支援できる認知症臨床研究の実施を支援する体制や、
今後の様々な研究で幅広く共有・活用できるような認知症の人やその前段階（前臨床期、軽度認知障害等）の
人等の全国的な登録システム構築が開始された。
・国立研究開発法人 日本医療研究開発機構により平成28年度認知症研究開発事業の各課題が選定された。

認知症の人やその家族の視点 ・平成27年度「認知症の人の視点を重視した実態調査及び認知症施策の企画・立案や評価に反映させるため
の方法論等に関する調査研究事業」及び平成28年度老人保健健康増進等事業「認知症の人の視点を重視し

た実態調査及び認知症施策の企画・立案や評価に反映させるための方法論等に関する調査研究事業」を
テーマとして、認知症の人が体験する生きづらさや必要と感じていること等の生活実態や課題を可視化するた
めの取組モデルや調査手法、調査結果を施策へ反映する方法について検討を進めている（平成28年度は採
択中）。
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【参考】総合戦略に関連する平成２８年度予算 約２２５億円
（平成２７年度予算 約１６１億円）

＊消費者被害の防止など、他の事業と一体的に予算計上されているため、総額に含まれていないものがある。
＊他に、介護保険サービスの確保で2.７兆円等がある。

○医療・介護専門職による認知症初期集中支援チームの配置

○医療・介護連携のコーディネーター（認知症地域支援推進員）の配置等

○早期診断を行う認知症疾患医療センターの整備

○生活支援コーディネーターの配置等
（高齢者の見守り等を行うボランティア等の養成や連携支援を行う）

○認知症の予防・治療のための研究開発の推進

３０億円（１３億円）

＜ 上 記 予 算 の 主 な 事 業 ＞

２６億円（１５億円）

８．０億円（６．４億円）

８１億円（５４億円）

６７億円（６５億円）

＊括弧書きの数字は平成２７年度予算額

＊消費税増収分を活用

＊消費税増収分を活用

＊消費税増収分を活用
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